
地域活力創造支援事業費補助金交付要綱 
 

 （趣旨） 
第１条 この要綱は、氷見市補助金等交付規則（昭和４４年氷見市規則第１２号。以下「規

則」という。）第２２条の規定に基づき、地域活力創造支援事業費補助金（以下「補助金」

という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 
 （補助金の交付） 
第２条 市長は、第３期氷見市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標Ⅰ「魅力的な地

域をつくる」に向けて、オール氷見で地域の活力の創造に取り組んでいくために、自治会

及び各種団体等が、自主的・主体的に実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内に

おいて、補助金を交付するものとする。 
（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、市内の自治会や団体等とする。 
 （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、第３期氷見市まち・

ひと・しごと創生総合戦略における基本目標Ⅰ「魅力的な地域をつくる」の基本的方向「１

将来に希望が持てるまちをつくる」及び「２地域の持続性を確保する」ために取り組む事

業とする。 

２ 補助事業については、同一年度内において、同一自治会及び各種団体等に対して一事業

とし、同一事業を継続する場合においては最長３年間に限り補助対象とする。 

３ 次に掲げる事業は、対象としない。 

(1) 通常一般的な自治会活動、町内会や同好会等が行う盆踊り大会等、単に当該住民

の親睦を深めるための福利厚生的なイベント及びこれに類する事業 
(2) 主として視察、研修等をその内容とする事業 
(3) 政治、宗教又は営利を主たる目的とした事業 

(4) その他、市長が特に認める事業 

（補助対象経費） 
第５条 補助金の対象経費は市長が別に定める経費とし、本制度以外の制度等による補助

等又は委託等の資金を受ける経費は対象としない。 
 （補助金額） 
第６条 補助金額は、前条で規定する補助対象経費の３分の２以内の額（千円未満は切り

捨てるものとする。）とし、補助金の対象となる事業費は１００千円以上とし、補助金額

の上限を５００千円とする。 

 （交付申請書等の様式） 

第７条 規則第３条第１項に規定する補助金等交付申請書（様式第１号）に添付すべき書類

は次に掲げるとおりとする。 



(1) 事業計画書（様式第２号） 
(2) 収支予算書（様式第３号） 
(3) 事業計画に関する図面及び見積書等の写し 
(4) その他市長が必要と認める書類 
（選定委員会の設置） 

第８条 補助金の申請の審査及び選定を行うために、地域活力創造支援事業選定委員会（以

下「選定委員会」という。）を設置する。 

２ 選定委員会の組織及び運営等については、市長が別に定める。 

 （交付決定額の変更） 
第９条 規則第６条の規定による通知を受けた補助対象者（以下「補助事業者」という。）

は、補助金の交付決定額の変更をしようとするときは、あらかじめ地域活力創造支援事業

費補助金変更交付申請書（様式第４号）に必要な書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 
２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたとき

は交付決定の変更を行い、地域活力創造支援事業費補助金変更交付決定通知書（様式第５

号）により補助事業者に通知するものとする。 
（事業計画等の変更） 

第１０条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた金額を変更せず、補助事業の内容、

補助対象経費の区分の配分の変更（市長が定める軽微な変更を除く。）をしようとすると

きは、あらかじめ地域活力創造支援事業費補助金事業内容等変更申請書（様式第６号）に

必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。 
２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、地域活力創造支援事業費補助金事業内容等変更承認通知書（様式第７号）により、補

助事業者に通知するものとする。 
（補助事業の中止又は廃止） 

第１１条 補助事業者が補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、地域活力創造支

援事業費補助金事業中止（廃止）申請書（様式第８号）に必要な書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 
２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、事業の中止又は廃止を承認し、地域活力創造支援事業費補助金事業中止（廃止）承認

通知書（様式第９号）により、補助事業者に通知するものとする。 
 （実績報告書等の様式） 

第１２条 規則第１２条第１項に規定する補助事業実績報告書（様式第１０号）に添付す

べき書類は次に掲げるとおりとする。 
 (1) 事業報告書（様式第１１号） 
 (2) 収支決算書（様式第１２号） 



  (3) 完成写真又は実施写真 
  (4) 補助対象事業に係る請求書及び領収証等の支払証拠書類の写し 
  (5) その他市長が必要と認める書類 
 （細則） 
第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 
 
   附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


